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株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使くだ
さいますようお願い申しあげます。
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2026年４月24日（金曜日）午前10時
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証券コード　2997
2026年４月９日

（電子提供措置開始日　2026年４月２日）
株　主　各　位

千葉県市川市市川南一丁目９番23号
株 式 会 社 ス ト レ ー ジ 王

代表取締役社長執行役員 荒 川 滋 郎
第16回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認く
ださいますようお願い申しあげます。
　当社ウェブサイト　https://www.storageoh.co.jp/ir/news/
　また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、当社ウェ
ブサイトが閲覧できない場合は、下記の東証ウェブサイトにアクセスし、銘柄名（ストレージ王）又
は証券コード(2997)をご入力のうえ検索し、「基本情報」、「縦覧書類」にある「株主総会招集通
知／株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申しあげます。
　東証ウェブサイト　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、2026年４月23日（木曜日）
午後５時50分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。
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１．日 時 2026年４月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 千葉県市川市市川一丁目３番14号

山崎製パン企業年金基金会館３階
３．目 的 事 項

報 告 事 項 第16期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）事業報告及び計算書類の
内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件

 

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、本招
集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を前記の行使期限（2026年4月
23日（木曜日）午後5時50分）までにご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご
案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効

なものとしてお取り扱いいたします。
(3) 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

(5) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに議決権の不統一行使を行う
旨とその理由を当社にご通知ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

日　時 行使期限 行使期限

2026年４月24日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前9時30分）

2026年4月23日（木曜日）
午後5時50分入力完了分まで

2026年4月23日（木曜日）
午後5時50分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、反対する
候補者の番号をご記入ください。

第２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
・書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

「次へすすむ」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）
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(2025年２月 1 日から
2026年１月31日まで)

開業月 店舗名 都道府県・
市区町村

2025年８月 境町第２ 茨城県猿島郡
甲府昭和 山梨県中巨摩郡

2025年２月 太田尾島 群馬県太田市 2025年９月 西新宿 東京都新宿区
磐田二之宮 静岡県磐田市 宇部流川 山口県宇部市
南区泉田 岡山県岡山市 宇部岬町 山口県宇部市

2025年３月 都城大王 宮崎県都城市 古河下辺見 茨城県古河市
石川台 東京都大田区 南仙台 宮城県仙台市
取手ゆめみ野 茨城県取手市 2025年11月 新潟豊栄 新潟県新潟市
笠松 岐阜県羽島郡 関 岐阜県関市
土岐 岐阜県土岐市 荒尾 熊本県荒尾市

2025年４月 塩屋北 兵庫県神戸市 2025年12月 新潟寺尾 新潟県新潟市
あま甚目寺 愛知県あま市 半田乙川 愛知県半田市

2025年５月 秋田楢山 秋田県秋田市 鹿屋寿 鹿児島鹿屋市
秋田土崎 秋田県秋田市 2026年１月 日立河原子 茨城県日立市

2025年６月 横手 秋田県横手市 和光白子 埼玉県和光市
袋井湊 静岡県袋井市 石神井台 東京都練馬区

2025年７月 矢吹 福島県西白河郡 元住吉 神奈川県川崎市
浜松志都呂 静岡県浜松市 南区洲崎 岡山県岡山市

事　 業　 報　 告

１. 会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

　当事業年度（2025年２月１日～2026年１月31日）における日本経済は、雇用・所得環境の改善な
どにより個人消費の持ち直しによる景気の緩やかな回復の兆しが見られたものの、物価高に伴う個人消
費や設備投資などの内需減少により、回復基調までは届かない足踏み状態とみられます。日本銀行の金
利政策、為替リスクや地政学リスクによるエネルギーや原材料価格の高止まりが懸念されるなど、景気
の先行きは依然として不透明な状況であります。

　このような環境下において、当社は当期に下記一覧の各トランクルームを開業致しました。

　トランクルーム運営管理事業については、既存店舗の稼働室数増加により増収となりました。
　トランクルームの開発分譲事業については、屋内大型トランクルーム４物件と、コンテナ型トランク
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ルーム８物件のコンテナ部分を投資家へ売却いたしました。
　その他不動産取引事業については、ホテル１物件の売却売上、レジデンス１物件と事務所１物件の賃
料売上を計上しております。

　以上の結果、当事業年度の売上高は3,999,797千円（前期比6.2％減）、営業利益191,468千
円（前期比11.3％増）、経常利益172,922千円（前期比1.2％増）、当期純利益117,120千円
（前期比55.3％増）となりました。
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(2) 設備投資の状況
　当社が当事業年度に実施しました設備投資総額は、118,266千円であり、内容は高井戸東ト
ランクルーム工事費用47,287千円、和光白子トランクルーム工事費用37,649千円、甲府昭和ト
ランクルーム工事費用27,198千円等であります。

(3) 資金調達の状況
　当社は、効率的で安定したプロジェクト資金の調達を行うため、主要取引金融機関と総額
508,000千円の特別当座貸越契約を締結しております。
　これらの契約等に基づき、当事業年度中に、金融機関より長期借入金として800,000千円の
調達を実施しました。
　その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(4) 対処すべき課題
　当社が対処すべき課題といたしましては以下の課題であると認識しております。

① 物件開発力の強化
　既存事業拡大のためには、出店用地の確保及び建設コストの抑制が必要となります。出店用
地の確保については、不動産業界における住宅系の新規開発が一部消極的になる中、既存の住
宅系開発会社や仲介会社との連携などを密にしてまいります。建設仕入れ価格の高騰により、
コストの抑制は容易ではありませんが、設計・施工を工夫することで検討・推進してまいりま
す。従来はコンテナ建築による屋外型の出店と鉄骨造の屋内型出店を中心に展開して参りまし
たが、昨期以来、木造建築案件にも注力しております。

② 既存物件、新規物件の稼働率向上策
　新規物件の集客力の強化については、建設時の現地看板、チラシ、トランクルームまとめサ
イトへの掲載及び内覧会の開催等により、物件周辺での認知度を高める策を講じております。
また開店後期間が経過した既存物件で稼働率が不十分な場合は、利用料や手数料を一定期間に
限り割り引くキャンペーンの実施や部屋サイズの変更を行うことで集客の強化を推進し、稼働
率向上に努めております。また、物件全般について、ホームページの活用やWEB広告の実
施、トランクルームまとめサイトへの掲載及びGBP(Google Business Profile)を活用して認
知度を向上させてまいります。運営においては、お客様からご連絡を頂いた際に契約まで結び
つける成約率の向上を目指し、運営体制を強化して参ります。

③ 財務体質の改善と資金調達力の強化
　新規物件の開発にあたっては、必要な資金を安定的に調達することが重要となります。その
ため複数の金融機関と親密な取引関係を維持し、資金調達の安定性と財務基盤の安全性を高め
るように努めております。
　なお、今後は、資金調達の多様化を図り、収益不動産であるトランクルーム開発に長期的に
対応できる資金調達を行うことで企業としての財務体質強化を目指してまいります。
　前述の資金調達の状況でもご説明いたしました通り、当事業年度中に800,000千円の長期
資金調達を行いますが、コンテナ案件については、物件の利回りを社内に留めるため物件の自
社所有を進めて参ります。
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④ 新規参入者・同業他社に対する施策
　当社ビジネスモデルは特許権等により法的に他社を排除できる参入障壁を持っておらず、ビ
ジネスモデル自体もシンプルなものであるため、新規参入者・同業他社による競争激化が起こ
る可能性があります。これに対し、当社としては、これまで作り上げた不動産仲介業者や各種
金融機関との情報連携や物件情報に対する迅速な投資判断などで開発力を強化してまいりま
す。
　不動産投資家のニーズへの対応としては、トランクルーム以外の不動産を投資対象とする不
動産投資家も当社の取引先に多くみられることから、投資家のニーズに合わせて、トランクル
ーム以外の不動産の販売、仲介を行っていくことを目指しております。また、若者の車離れや
高齢者の利用に備え、運送業者との連携による荷物の集配サービスの強化などお客様の利便性
を高める取組みを強化してまいります。
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区 分 第13期
2023年１月期

第14期
2024年１月期

第15期
2025年１月期

第16期
(当事業年度)
(2026年1月期)

売 上 高 3,065,728 千円 3,325,443 千円 4,262,911 千円 3,999,797 千円

経 常 利 益 148,879 千円 157,401 千円 170,929 千円 172,922 千円

当 期 純 利 益 102,922 千円 109,846 千円 75,392 千円 117,120 千円

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 58.20
円

59.52
円

40.84
円

63.33
円

総 資 産 1,819,733 千円 2,844,679 千円 3,631,843 千円 4,707,312 千円

純 資 産 918,455 千円 1,032,421 千円 1,119,566 千円 1,239,172 千円

１ 株 当 た り 純 資 産 額 497.67 円 559.43 円 605.99 円 668.56 円

(5) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はありません。

② 子会社の状況
　該当事項はありません。

事 業 区 分 事 業 内 容

トランクルーム運営管理事業 ①コンテナ型とビルイン型のトランクルームを利用者に貸し出す運営管理サ
ービス

トランクルーム開発分譲事業 ①当社が開発したトランクルームやトランクルームの内装を投資家へ売却
②トランクルーム開発

そ の 他 不 動 産 事 業
①トランクルーム以外の不動産の売買
②トランクルーム以外の不動産のコンサルタント
③トランクルーム以外の不動産賃貸

(7) 主要な事業内容（2026年１月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 千葉県市川市市川南一丁目９番23号

岡 山 営 業 所 岡山県岡山市北区野田四丁目12番17号

(8) 主要な営業所
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従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

25名 － 51.05歳 6.17年

(9) 従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 615,240 千円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 535,891 千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 300,000 千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 262,450 千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 248,200 千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 119,624 千円

株 式 会 社 常 陽 銀 行 115,400 千円

(10) 主要な借入先（2026年１月31日現在）

（注）１．プロジェクト資金の安定的かつ効率的な調整を行うため、借入限度額508,000千円の特
　　　　別当座貸越契約を株式会社みずほ銀行と締結しております。
　　　　なお、当該契約に基づく会計年度末の借入実行残高は119,624千円であります。
　　　２．プロジェクト資金の安定的かつ効率的な調整を行うため、借入限度額335,000千円のコ
　　　　ミットメントライン契約を株式会社千葉銀行と締結しております。
　　　　なお、当該契約に基づく会計年度末の借入実行残高は190,700千円であります。
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(1) 発行可能株式総数 6,000,000株

(2) 発行済株式の総数 1,853,500株
（注）新株予約権の行使により、発行済株式の総数は6,000株増加しております。
(3) 株主数 8,632名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 ケ イ ・ エ ル ・ ア イ 444,800 株 24.00 ％
株 式 会 社 デ ベ ロ ッ プ 182,700 9.86
寺 田 倉 庫 株 式 会 社 50,000 2.70
株 式 会 社 細 谷 工 業 所 50,000 2.70
株 式 会 社 九 州 リ ー ス サ ー ビ ス 39,000 2.10
須 田 忠 雄 36,100 1.95
打 田 保 貴 30,000 1.62
内 藤 真 一 郎 14,000 0.76
藤 森 裕 司 10,200 0.55
株 式 会 社 A G S コ ン サ ル テ ィ ン グ 10,000 0.54

２. 会社の株式に関する事項

(4) 大株主（上位10名）

（注）持株比率は小数点第２位以下を、四捨五入して表示しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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第 １ 回 新 株 予 約 権 第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2019年５月31日 2020年１月27日

新 株 予 約 権 の 数 83個　 85個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 及 び 数

当社普通株式 41,500株
（新株予約権１個につき 500株）　

当社普通株式 42,500株
（新株予約権１個につき 500株）　

新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 無償 無償

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 新株予約権１個当たり 120,000円　 新株予約権１個当たり 320,000円　

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 2021年６月１日から
2029年５月31日まで

2021年６月１日から
2029年５月31日まで

役 員 の
保有状況

当 社 取 締 役
（社外役員を除く）

２名
40個（20,000株）

３名
50個（25,000株）

社 外 取 締 役 － －

監 査 役 － １名
25個（12,500株）

３. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要

（注）１. 退職等により権利を喪失したものについては記載しておりません。
２. 2022年１月12日付で普通株式１株につき500株の割合とする株式分割を行っており、上記は分割後

の株式数となります。
３. 新株予約権の主な行使条件は、新株予約権者は権利行使時において、当社の取締役、監査役、もしく

は従業員であることを要するとするものです。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した
場合、又は従業員が定年により退職した場合はこの限りではなく、また、当社の取締役会が正当な理
由があると認めた場合にも行使することができます。

４. 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当該新株予約権を無
償で取得できます。

(2) 当事業年度中に当社従業員等に職務の執行の対価として交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

荒 川 滋 郎 代表取締役社長執行役員

佐 藤 芳 紀 取締役常務執行役員開発部長
兼 経 営 企 画 室 長

坂 口 亮 一 取締役執行役員営業部長

兼 平 　 愼 社 外 取 締 役

田 中 公 子 社 外 取 締 役
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役
株式会社イムラ社外取締役
株式会社サカタのタネ社外監査役

水 村 健 次 常 勤 監 査 役

井　上　真一郎 社 外 監 査 役
弁護士法人三宅法律事務所パートナー
ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社社外監査役
三菱UFJアセットマネジメント株式会社社外取締役（監
査等委員）

岩 渕 光 尚 社 外 監 査 役 公認会計士清陽監査法人

４. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等

（注）１. 取締役のうち兼平愼氏、田中公子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役井上真一郎氏、岩渕光尚氏は、社外監査役であります。
３．監査役岩渕光尚氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
３. 当社は、兼平愼氏、田中公子氏、井上真一郎氏、岩渕光尚氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の行為に関する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
　なお、当該責任限定契約が定められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因とな
った職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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役 員 区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 41,379 41,379 － － 4

社 外 取 締 役 4,299 4,299 － － 3
常 勤 監 査 役 7,416 7,416 － － 1
社 外 監 査 役 6,158 6,158 － － 4

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険
会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役であ
り、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対し
て提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令
違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象となら
ないなど、一定の免責事由があります。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
　当社は、2022年４月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針を決議しており、当社の取締役の報酬等の内容は、株主総会において決議された報酬
総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮
して定めることとしております。また、その決定方法は、取締役については、指名・報酬諮問
委員会にて取締役の職責や会社業績等を踏まえて上記方針に従い報酬等を審議・答申し、取締
役会にて当該答申内容が上記方針に沿ったものであることを確認の上、当該答申内容を踏まえ
決定しております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
　なお、取締役の報酬等の総額は、2019年7月1日開催の臨時株主総会において常勤取締役３
名及び社外取締役２名で年額75,000千円以内、監査役の報酬額の総額は、2022年１月７日開
催の臨時株主総会において監査役３名で年額25,000千円以内と決議されております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

上表には、2025年４月28日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名、社外取締役
１名及び社外監査役２名を含んでおります
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(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
・取締役田中公子氏は、株式会社チャーム・ケア・コーポレーション及び株式会社イムラの社
外取締役、株式会社サカタのタネの社外監査役を兼務しておりますが、当社と株式会社チャ
ーム・ケア・コーポレーション、株式会社イムラ、株式会社サカタのタネとの間に特別な利
害関係はございません。
・監査役井上真一郎氏は、弁護士法人三宅法律事務所パートナー、ニッセイ・ウェルス生命保
険株式会社社外監査役、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の社外取締役を兼務してお
りますが、当社と弁護士法人三宅法律事務所、ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社、三菱
UFJアセットマネジメント株式会社との間に特別な利害関係はありません。

・監査役岩渕光尚氏は、清陽監査法人で公認会計士を兼務しておりますが、当社と清陽監査法
人との間に特別な利害関係はございません。
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地 位 氏 名 主な活動状況及び社外取締役に期待される
役割に関して行った職務の概要

取 締 役 兼 平 　 愼

当事業年度に開催された取締役会16回中16回に出席いたしました。
企業経営に関する豊富な経験や建築やデザインに関する幅広い見識によ
り新規事業のプロジェクト展開等について、経営全般の観点から質問・
意見等の発言を適宜行うことにより、当社の経営に対して監督、助言等
を行っております。

取 締 役 田 中 公 子

2025年４月28日就任以降に開催された取締役会12回中12回に出席いた
しました。出席した取締役会において、上場企業で培われた豊富な経験
と高い見識により客観的、専門的な視点で当社の経営に対して監督、助
言等を行っております。

監 査 役 水 村 健 次

2025年４月28日就任以降に開催された取締役会12回中12回、監査役会
12回中12回に出席いたしました。出席した監査役会において、企業の管
理部門の豊富な知識と経験および当社での取締役執行役員管理部長とし
ての経験と知見により、常勤監査役として取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保する監督機能の実効性を強化する役割を果たしており
ます。

監 査 役 井　上　真一郎

当事業年度に開催された取締役会16回中16回、監査役会16回中16回に
出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、必要に応
じ、主に弁護士としての専門的見地から意見や指摘を述べております。
また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役会の経営監視機能を
強化する役割も果たしております。

監 査 役 岩 渕 光 尚

2025年４月28日就任以降に開催された取締役会12回中12回、監査役会
12回中12回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会におい
て、公認会計士としての企業会計・監査・内部統制の豊富な経験と深い
見識から、客観的、専門的な視点で取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための発言を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議（11回）がありま
した。
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,500千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 18,500千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称

有限責任大有監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
に、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。会計監査人が会社法第340
条第１号各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が
会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６. 会社の体制及び方針
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を

確保するための体制及び当該体制の運用状況
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、コーポレート・ガバナンスの整備・強化を最も重要な経営課題のひとつと位置づけ
ており、このコーポレート・ガバナンスの強化によって、当社の経営理念の実現と経営計画の
達成、中長期的な企業価値の向上を果たすことを目指しております。また、経営の透明性、客
観性の確保に努めるとともに、効率的かつ健全な経営のために、適切かつ迅速な意思決定の実
行、意思決定に対する監視機能の強化、内部統制システム充実・強化など、活力と柔軟性を軸
としたマネジメントシステムの構築を進めております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
　当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し
ています。取締役会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個々の取締役の職務執行の監督
を行い、監査役会は公正かつ独立の立場から監査しております。
　当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えており
ます。
イ. 取締役会
　当社の取締役会は、取締役５名（うち２名は社外取締役）で構成され、毎月１回の定時取
締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての職務執行
を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っております。当該取締役会には監
査役３名（内２名は社外監査役）も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反し
ないかのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております。
ロ. 監査役会
　当社は監査役会設置会社であり、2026年１月31日時点の監査役会は、常勤監査役水村健
次氏、監査役井上真一郎氏及び監査役岩渕光尚氏の３名で構成されており、監査役井上真一
郎氏及び監査役岩渕光尚氏は社外監査役であります。監査役会は、その決議により、常勤監
査役水村健次氏を監査役会の議長として選定しております。監査役会は、コーポレート・ガ
バナンスの運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常活動の業務監査及び会計監査を
行っております。また、内部監査担当者の報告を聴取し、代表取締役社長執行役員と原則と
して年２回以上意見交換を行っており、常勤監査役は常時重要項目について協議を行ってお
ります。
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ハ. 内部監査
　当社は、小規模な組織体制であるため、独立した内部監査担当部署は置かず、管理部が内
部監査を担当しております。管理部担当業務についての監査は、自己監査とならないよう管
理部内クロス監査による内部監査を行っております。内部監査担当者は、業務監査を計画的
に実施し、監査結果については代表取締役社長執行役員及び取締役会並びに監査役に報告す
るとともに、監査対象部署に対して改善を要請し、改善結果報告書の提出を求め、業務の適
正な運営・改善を図っております。
　また、内部監査担当者、監査役会及び監査法人は、適宜情報交換を行い、適正かつ効率的
な監査に努めております。

ニ. リスク・コンプライアンス委員会
　リスク・コンプライアンス体制の基本として「リスク・コンプライアンス管理規程」を制
定しております。また、代表取締役社長執行役員が委員長となり、リスク・コンプライアン
ス規程に定められた委員によって構成されるリスク・コンプライアンス委員会を四半期に１
回開催しております。また、リスク・コンプライアンス委員会は、その活動報告を少なくと
も半期に１度以上取締役会に報告します。これにより、リスク及びコンプライアンスに関す
る全社的方針、体制の維持・管理、コンプライアンスの推進を図っております。

ホ. 会計監査人
　当社は、有限責任大有監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

へ. 指名・報酬諮問委員会
　指名・報酬諮問委員会の委員は、取締役会で選任された役員（委員総数の過半数は社外役
員）で構成され、当社取締役の指名、報酬及び報酬制度等について、取締役会の諮問に応じ
助言及び提言を行い、公平性、透明性、客観性を強化しております。取締役田中公子氏（社
外取締役）を委員長とし、監査役井上真一郎氏（社外監査役）、代表取締役社長執行役員荒
川滋郎氏の２名を委員としております。なお、2026年１月期における指名・報酬諮問委員
会は、５回開催し、取締役及び監査役人事に関する指名・報酬諮問委員会としての取締役会
への答申内容について審議し、取締役会へ答申を行いました。
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③ 企業統治に関するその他の事項
ａ. 内部統制システムの整備状況
　当社は、法令及び定款を遵守し、社内規程並びに倫理規範を尊重する企業として、以下を
内部統制システムに関する基本方針とします。
イ. 取締役及び使用人（以下「取締役等」という）の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制
・取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社会的責任
を果たすため「リスク・コンプライアンス管理規程」を取締役等に周知徹底する。

・コンプライアンス管理の主管部門は管理部とする。また、当社のリスク・コンプライア
ンス体制を適切に運営管理するためにリスク・コンプライアンス委員会を設置する。
・リスク・コンプライアンス委員会は、四半期に１回開催し、少なくとも半年に年１回以
上リスク及びコンプライアンスに関する問題を取りまとめて取締役会へ報告する。この
報告の中で、問題となった事項等については、必要に応じコンプライアンスに関する研
修を行い意識の共有を図る。
・組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「業務分掌規程」及び各職位の責任
体制の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従
い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応する。
・連絡先を社内窓口は管理部、社外窓口は顧問弁護士に設定した「内部通報窓口」を設置
し、社内の法令違反等について適切な情報供給がなされる体制を構築する。内部通報窓
口の存在の周知と、運用方法については「リスク・コンプライアンス管理規程」によっ
て社内に周知し、相談者・通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととする。

・内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し実施する。

ロ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規則」に基づき、月１回の定時取締役会並びに、随時行う臨時取締役会にお
いて重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況についての情報を共有する。

・予算制度に基づき、月次業績をタイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検討・実施す
る。

ハ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行状況の報告は、取締役会議事録等の文書（関連資料及び電子媒体等に
記録されたものを含む。以下「文書」という）に保存され、その情報の管理について
は、「文書管理規程」の定めるところによる。
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ニ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理担当責任者は管理部長とし、リスク管理の統括部門は管理部とする。リスク
管理担当責任者並びに管理部は、「リスク・コンプライアンス管理規程」に基づき、事
業全体のリスクを網羅的に把握・管理する体制（以下「リスク管理体制」という）の構
築を行い、これを運用するリスク管理体制は、社会環境の変化に対応する。

ホ. 財務報告の信頼性を確保するための体制
・代表取締役社長執行役員は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整
備を経営上の最重要項目のひとつと位置づけ、財務報告の信頼性確保を推進する。

・財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制
が有効に機能する体制構築を図る。
・財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人により、業務プロセスのリスク評価を
継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告する。

へ. 監査役監査の実効性を確保するための体制
・取締役等は、法定事項の他以下の事項を監査役に報告する。
① 当社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項
② 当社の内部監査部門の活動概要
③ 当社の内部統制に関する活動概要
④ コンプライアンスホットラインの運用・通報の状況
・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他
の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる。

・監査役の職務の執行について生ずる弁護士、公認会計士等に対する費用の前払その他の
当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査役の職務に必要でないと認
められる場合を除き、会社がこれを負担する。
・監査役は、代表取締役社長執行役員、会計監査人、内部監査人と定期的な会議等をも
ち、また監査役と内部監査人・会計監査人との十分な連携を図ることにより、監査が実
効的に行われるための体制を整備する。
・監査役は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役等に対
し、その説明を求めることができる。
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ト. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及び反社会的勢力排除に向けた整備状況
　当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持
たないことを方針とするとともに、不当な要求等を受けた場合は警察等と連係し、毅然と
した態度で臨み、断固として拒否する。
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ｂ. 内部統制システムの運用状況の概要
　上記に掲げた内部統制システムの施策及び規程に従って、具体的な取組みを行うととも
に、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかのモニタリングを常時行って
おります。併せて、当社の各部門に対して、コンプライアンスへの理解を深め、健全な職務
執行を行う環境を整備するために、個人情報保護、インサイダー取引防止等に関する教育及
び研修を実施しております。

(2) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を重要な課題として認識しており、中長期的な視点で、利益の
再投資を通じた株主価値向上を図るとともに、事業環境や業績、財務状況などを総合的に勘案し
たうえで、配当を決定することを基本方針としております。
　当社は、定款の定めにより、会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の
定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることができま
す。また、剰余金の配当については、毎年１月31日を基準日とする期末配当及び毎年７月31日
を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定
めております。
　当期につきましては、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を重要な経営課題のひとつ
と位置づけ、経営基盤の強化及び今後の事業拡大に備えるために適正な内部留保の蓄積を優先と
させていただき、無配といたしました。株主の皆様には、何卒事情をご理解のうえ、ご承知賜り
ますようお願い申しあげます。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
販 売 用 不 動 産
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 消 費 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
機 械 及 び 装 置
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 前 払 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

3,686,538
915,490
70,120
1,140

2,553,237
24,069
64,037
52,560
5,883
△0

1,020,773
436,096
90,014
71,682
114,595
99,185
24,147
36,471
30,816
25,885
4,930

553,860
37,031
19,432
458,479
30,856
8,060　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 1,810,019

短 期 借 入 金 1,158,824
１年内返済予定の長期借入金 318,356
リ ー ス 債 務 7,247
未 払 金 211,724
未 払 費 用 9,020
未 払 法 人 税 等 57,698
前 受 金 25,541
預 り 金 9,663
賞 与 引 当 金 2,958
株 主 優 待 引 当 金 955
そ の 他 8,029

固 定 負 債 1,658,119
長 期 借 入 金 1,396,606
長 期 未 払 金 185,750
リ ー ス 債 務 14,312
退 職 給 付 引 当 金 11,200
転 貸 損 失 引 当 金 8,184
資 産 除 去 債 務 35,274
そ の 他 6,791

負 債 合 計 3,468,139
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,238,673
資 本 金 261,888
資 本 剰 余 金 209,328
資 本 準 備 金 209,328

利 益 剰 余 金 767,457
そ の 他 利 益 剰 余 金 767,457
繰 越 利 益 剰 余 金 767,457

評 価 ・ 換 算 差 額 等 499
その他有価証券評価差額金 499

純 資 産 合 計 1,239,172
資 産 合 計 4,707,312 負 債 純 資 産 合 計 4,707,312

貸　借　対　照　表
（2026年1月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －



(2025年２月 １日から
2026年１月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 3,999,797
売 上 原 価 3,295,139
売 上 総 利 益 704,658
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 513,189
営 業 利 益 191,468
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 1,539
太 陽 光 売 電 収 入 24,811
受 取 保 険 金 106
為 替 差 益 363
そ の 他 2,953 29,774

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23,365
太 陽 光 売 電 原 価 23,440
そ の 他 1,513 48,320

経 常 利 益 172,922
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,217 2,217
税 引 前 当 期 純 利 益 175,140
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 53,015
法 人 税 等 調 整 額 5,003 58,019
当 期 純 利 益 117,120

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年２月 １日から
2026年１月31日まで)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 261,168 208,608 208,608 650,336 650,336 1,120,112

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 720 720 720 1,440

当 期 純 利 益 117,120 117,120 117,120

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 720 720 720 117,120 117,120 118,560

当 期 末 残 高 261,888 209,328 209,328 767,457 767,457 1,238,673

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △545 △545 1,119,566

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 1,440

当 期 純 利 益 117,120

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,045 1,045 1,045

当 期 変 動 額 合 計 1,045 1,045 119,606

当 期 末 残 高 499 499 1,239,172

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
動平均法により算定）

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品…………………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）
販売用不動産………………………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）
なお、賃貸中の販売用不動産については固定資産に準じて減価償却を行
っております。

２. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産………………………定額法を採用しております。
　　（リース資産を除く） ただし、機械装置並びに2016年3月31日以前に取得した建物附属設備

及び構築物につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 …………………………10～26年
機械及び装置………………………17年
工具、器具及び備品…………２～17年

(2) 無形固定資産………………………定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（５年）
に基づいております。

(3) リース資産…………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しており
ます。
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３. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金…………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金…………………………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

(3) 退職給付引当金……………………従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき期末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) 転貸損失引当金……………………マスターリースにおける転貸損失に備えるため、転貸差損が将来にわた
り発生する可能性が高い物件について、翌事業年度以降の損失見込額を
計上しております。

(5) 株主優待引当金……………………将来の優待制度の利用の見込みに備えるため、当事業年度末における利
用見込額を計上しております。

４. 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　当社では、収益不動産の賃貸をおこなう不動産賃貸業務、保有物件の建替及び都心部の好立地において開発
をおこなう不動産開発・建替業務等をおこなっております。不動産の取得、建替及び開発によって賃貸ポート
フォリオを拡充し、不動産賃貸収入を増強すると共に、販売用として保有する収益不動産については、外部顧
客に販売する事で不動産売却収入を得ております。収入の種類別の主な履行義務の内容等は以下のとおりであ
ります。
(1) トランクルーム運営管理事業収入
　トランクルーム運営管理事業は、不動産所有者との管理委託契約又は業務委託契約に基づき、プロパティ
マネジメント業務及びその他の管理サービスを提供しております。
　トランクルーム運営管理業務を受託した賃貸物件の管理手数料収入は履行義務が一定の期間にわたり充足
されるため、契約期間にわたり収入を認識しておりますが、その他の不動産管理業務にかかる履行義務はそ
れぞれのサービスが提供される一時点で充足されるものであり、サービスの提供が完了した時点において収
益を計上しております。不動産賃貸収入については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第
13号　2007年３月30日）等に従い収益を認識しております。

(2) トランクルーム開発分譲収入
　トランクルーム開発分譲売却収入については、顧客に不動産を引渡す義務を負っており、引渡しの時点で
収益を認識しております。
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(3) その他不動産収入
　トランクルーム事業以外の不動産の売買収入については、顧客に不動産を引渡す義務を負っており、引渡
しの時点で収益を認識しております。
　トランクルーム以外の不動産賃貸収入については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第
13号　2007年３月30日）等に従い収益を認識しております。

　なお、顧客との契約に係る対価は、履行義務の充足時点から、通常１年以内に支払いを受けており、対価の
金額に重要な金融要素は含まれておりません。

５. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用
しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…………………………金利スワップ取引等
ヘッジ対象…………………………変動金利の借入金

(3) ヘッジ方針
　内部規程である「デリバティブ取引に関するリスク管理方針」に従い、金利変動リスクをヘッジするため
に金利スワップ取引等を行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
　一定期間内における金利スワップ適用後の実質金利の変動幅が一定範囲内で固定化されていることを判断
基準としております。

６. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
支払利息の原価への算入……………事業規模がおおむね２億円以上で、かつ、開発期間が10カ月を超える

不動産開発事業に係る支払利息は、原価に算入することとしておりま
す。
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転貸損失引当金 8,184千円

【会計上の見積りに関する注記】
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類等への影響はありません。

転貸損失引当金
１. 当事業年度の計算書類に計上した金額

２. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社はマスターリース契約を対象に、全般的な不動産市況に加え、個別物件ごとに、当社の活用方針、物
件の地域特性、今後の賃貸需要見通し、賃借契約の残存期間等を勘案して、転貸差損が将来にわたり発生す
る可能性が高い転貸物件について翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。
　当社は、当事業年度末時点で入手可能な情報に基づき、転貸損失引当金を計上しておりますが、将来の市
況の変化等の影響により損失見込額が変動する場合には、翌事業年度以降の計算書類において、転貸損失引
当金の金額に影響を及ぼす可能性があります。
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 619,495千円

販売用不動産 900,879千円
建物 18,564千円
機械及び装置 43,823千円
土地 84,367千円
計 1,047,634千円

短期借入金 858,824千円
１年内返済予定の長期借入金 48,388千円
長期借入金 220,817千円
計 1,128,029千円

短期金銭債権 219千円
長期金銭債権 6,699千円

関係会社との取引高
営業取引（収入分） 56,496千円
営業取引（支出分） 46,089千円
営業取引以外の取引（収入分） 0千円
営業取引以外の取引（支出分） 1,960千円

【貸借対照表に関する注記】

２. 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

(2) 担保に係る債務

上記資産のうち、販売用不動産については根抵当権（極度額1,253,000千円）を設定しております。

３. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

【損益計算書に関する注記】
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普通株式 1,853,500株

普通株式 84,000株

１年内 422,196千円
１年超 5,463,376千円
合計 5,885,572千円

【株主資本等変動計算書に関する注記】
１. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

2. 当事業年度末の自己株式の種類及び数
　　該当事項はありません。

3. 剰余金の配当に関する事項
　　該当事項はありません。

4. 当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類
及び数

【リースにより使用する固定資産に関する注記】
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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繰延税金資産
未払事業税 3,393千円
減価償却超過額 123,893千円
資産除去債務 12,623千円
転貸損失引当金 2,544千円
退職給付引当金 3,482千円
その他 2,466千円
繰延税金資産合計 148,404千円

繰延税金負債
特別償却準備金認定損 115,614千円
資産除去債務に対応する除去費用 713千円
その他有価証券評価差額金 225千円
その他 994千円
繰延税金負債合計 117,547千円
繰延税金資産純額 30,856千円

【税効果会計に関する注記】
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこと
に伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし
た。
　これに伴い、2027年２月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及
び繰延税金負債については、法定実効税率を30.2％から31.1%に変更し計算しております。
　この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額は755千円増加し、法人税等調整額（貸方）が761千円
増加、その他有価証券評価差額金が6千円減少しております。
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【金融商品に関する注記】
１. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産に限定し、主に銀行等金融機関からの借入に
より資金を調達しております。投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。（金利キャップなど
の軽微なデリバティブは除く。）
　借入金は、主としてトランクルーム新築用などの販売用不動産開発を行うためのプロジェクトに照らし
て、必要な資金を調達（主に銀行借入）しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は株式であり、市場価格
の変動リスクに晒されております。
　営業債務である未払金及び預り金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。借入金は主として
トランクルーム新築用などの販売用不動産開発を行うために必要な資金の調達を目的としたものでありま
す。営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。また借入金の一部は、変動金利であるため金
利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リース取引にかかるリース債務は主に設備投資に必要
な資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　営業債権及び売掛金については、各担当部署が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごと
に期日管理及び残高を管理し、入金遅延があった場合には各担当部署が取引相手に連絡等することにより
回収のリスクや貸倒リスクを軽減しております。
② 市場リスク（株式や為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券の市場価格の変動リスクについては、定期的に時価を把握し、また取引先企業との関係を
勘案して保有の継続性について定期的に見直しを行っております。
　借入金の金利変動リスクについては、定期的に市場金利の状況を把握しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　管理部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することがあります。
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（単位：千円）
貸借対照表計上額(※1) 時 価(※1) 差 額

(1) 投 資 有 価 証 券 37,031 37,031 －

(2) 敷 金 及 び 保 証 金 458,479 358,728 △99,750

(3) 長 期 借 入 金(※2) （1,714,962） （1,704,063） △10,899

(4) リ ー ス 債 務(※3) （21,560） （20,127） △1,433

２. 金融商品の時価等に関する事項
　2026年１月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
　なお、現金は省略しており、預金、売掛金、未払金、短期借入金、未払費用、預り金及び未払法人税等につ
いては、いずれも短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
ります。

（※1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（※2）１年内返済予定の長期借入金を含めております。
（※3）１年内返済予定のリース債務を含めております。
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(1) 時価で貸借対照表計上とする金融商品 （単位：千円）

区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

投 資 有 価 証 券 37,031 － － 37,031

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類しております。
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(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 （単位：千円）

区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

敷 金 及 び 保 証 金 － 358,728 － 358,728

長 期 借 入 金 － 1,704,063 － 1,704,063

リ ー ス 債 務 － 20,127 － 20,127

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

敷金及び保証金
　これらの時価について、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価
値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
　固定金利によるものは、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率をもと
に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお変動金利によるもの
は、短期間で市場金利及び信用リスクを反映しており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。

リース債務
　リース債務の時価は、一定の期間ごとに分類し、そのキャッシュ・フローを新規契約を行った場合に想
定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。

【関連当事者との取引に関する注記】
　　重要性が乏しいため、記載は省略しております。
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（単位：千円）
報 告 セ グ メ ン ト

トランクルー
ム 運 営 管 理

トランクルー
ム 開 発 分 譲

そ の 他 不
動 産 取 引 計

顧客との契約から生じる収益 85,344 2,531,790 349,652 2,966,785

そ の 他 の 収 益 （ 注 ） 1,011,147 － 21,864 1,033,011

外 部 顧 客 へ の 売 上 高 1,096,491 2,531,790 371,516 3,999,797

１株当たり純資産額 668円56銭
１株当たり当期純利益 63円33銭
潜在株式１株当たり当期純利益 61円73銭

【収益認識に関する注記】
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）その他の収益は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入であります。

２. 顧客との取引から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「【重要な会計方針に係る事項に関する注記】４．収益及び費用
の計上基準」に記載のとおりです。

３. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
　当社は、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価
の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

【１株当たり情報に関する注記】
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 服 部 悦 久
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 純 子

独立監査人の監査報告書
2026年3月25日

株式会社ストレージ王
取締役会　御中

有限責任大有監査法人
東京都千代田区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ストレージ王の2025年２月１日
から2026年１月31日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査報告
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　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
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た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年２月１日から2026年１月31日までの第16期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について
検討いたしました。

監査役会の監査報告
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2.　監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人である有限責任大有監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

常勤監査役 水 村 健 次 ㊞
社外監査役 井　上　真一郎 ㊞
社外監査役 岩 渕 光 尚 ㊞

2026年３月25日
株式会社ストレージ王　監査役会

　
以　上
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候補者番号 氏　名 当社における地位及び担当

１ あら

荒　
かわ

川　
じ

滋　
ろう

郎 代表取締役社長執行役員 再 任
　

２ さ

佐　
とう

藤　
よし

芳　
のり

紀
取締役常務執行役員
開発部長兼経営企画室長 再 任

　

３ さか

坂　
ぐち

口　
りょう

亮 　
いち

一 取締役執行役員営業部長 再 任
　

４ かね

兼　
ひら

平　　　
まこと

愼 社外取締役 再 任 社外 独立
　

５ た

田　
なか

中　
きみ

公　
こ

子 社外取締役 再 任 社外 独立
　

再 任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

株主総会参考書類

第１号議案 取締役５名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役
２名を含む取締役５名の選任をお願いするものであります。
　なお、取締役候補者の選定にあたっては、指名・報酬諮問委員会からの答申を経て取締役会で決定
しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式

数

１

あ ら

荒
 

　
か わ

川
 

　
じ

滋
 

　
ろ う

郎
 

　
(1960年５月６日)
取締役会への出席回数

1６回／1６回

1983年 ４月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
1988年12月 株式会社パルコ入社
2009年 １月 寺田倉庫株式会社入社
2016年 ７月 株式会社デベロップ入社
2019年 ４月 当社代表取締役社長就任
2023年 ４月 当社代表取締役社長執行役員就任（現任）

6,488株

【取締役候補者とした理由】
　荒川滋郎氏は、前職などで不動産業、トランクルーム事業の経験を有し、2019年４月に代表取締
役に就任して以来、継続して当社の事業拡大、構造改革等を推進してまいりました。また、業務提携
等も積極的に実施し、事業の強化及び拡大に努めております。今後も当社の経営理念を実現し、事業
戦略を遂行できると判断して、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

２

さ

佐 
 

　
とう

藤 
 

　
よし

芳 
 

　
のり

紀
(1988年12月21日)
取締役会への出席回数

1２回／1２回

2011年 4月 株式会社フィナンシャル・エージェンシー
入社

2014年 １月 株式会社デベロップ入社
2019年 １月 当社入社
2019年 ２月 当社店舗開発室長
2021年 ２月 当社開発部長
2023年 ４月 当社執行役員開発部長
2024年 ４月 当社常務執行役員開発部長兼経営企画室長
2025年 ４月 当社取締役常務執行役員開発部長兼経営企画

室長（現任）

1,393株

【取締役候補者とした理由】
　　佐藤芳紀氏は、不動産ビジネスを展開する豊富な経験と幅広い知識を踏まえ、不動産開発、賃貸

業等に関して専門的な見地から多様な見識を有しております。今後も、当社の経営理念を実現し、
不動産ビジネスにおいて様々な経営判断や意思決定を適切に遂行できる人材であると判断したた
め、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式

数

３

さ か

坂
 

　
ぐ ち

口
 

　
りょう

亮
 

　
い ち

一
(1975年６月15日)
取締役会への出席回数

1６回／1６回

1999年 ４月 タイガー魔法瓶株式会社入社
2003年 ９月 株式会社ティエラコム入社
2007年 １月 株式会社マウンテン・ルーツ入社
2007年10月 医療法人社団稜歩会入職
2015年 ４月 株式会社デベロップ入社
2015年 ６月 当社取締役就任
2019年12月 当社取締役営業部長就任
2023年 ４月 当社取締役執行役員営業部長（現任）

1,484株

【取締役候補者とした理由】
　坂口亮一氏は、セルフストレージ業界及びホームページ運営、インターネット上での販売促進にも
精通しており、その見識と経験を活かし、現在営業部門を統括しております。今後も当社の経営理念
を現実し事業戦略を遂行できると判断して、引き続き取締役として選任をお願いするものでありま
す。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

４

か ね

兼 
 

　
ひ ら

平 
 

　
 

　
まこと

愼
(1954年10月７日)

社外取締役
独 立 役 員

取締役会への出席回数

16回／16回

1977年 ３月 株式会社乃村工藝社入社
2011年 ５月 同社執行役員事業開発本部長
2017年 ３月 同社常務執行役員第３事業本部副本部長
2019年 ３月 同社常務執行役員万博・IR準備室長
2021年 ４月 当社社外取締役就任（現任） 1,387株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
　兼平愼氏は、企業経営における豊富な経験や建築、デザイン等に関する幅広い見識を有しており、
独立した立場から経営全般に助言をいただいております。このことから、引き続きこれらの役割を期
待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5

た

田 
 

　
なか

中 
 

　
きみ

公　
こ

子
(1957年7月６日)

社外取締役
独 立 役 員

取締役会への出席回数

12回／12回

1981年 ５月 日本航空株式会社入社
2011年 １月 CMICホールディング株式会社
2012年 ４月 同社社長室執行役員
2016年 ４月 寺田倉庫株式会社入社
2019年 ３月 東邦レマック株式会社社外取締役
2019年 ９月 株式会社匠創生顧問
2020年 ９月 和洋女子大学看護学部非常勤講師
2021年 ９月   株式会社チャーム・ケア・コーポレーシ

ョン社外取締役（現任）
2021年 11月 当社社外監査役
2022年 ４月 日本薬科大学招聘講師
2024年 ４月　株式会社イムラ社外取締役（現任）
2024年 ８月　株式会社サカタのタネ　社外監査役（現

任）
2025年 ４月 当社社外取締役（現任）

923株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
　田中公子氏は、他社での要職を歴任される中で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かすことで、
独立した立場から、経営全般に関し企業価値向上に資する助言・提言をいただけることを期待し、
社外取締役として選任をお願いするものであります。
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（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 兼平愼氏及び田中公子氏は、社外取締役候補者であります。
３. 当社は、兼平愼氏及び田中公子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令が規定する最低責任限度額であります。両氏の選任が承認された場合は、両氏との当該契約を継
続する予定であります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「４．会社役員に関する事項（３）役員等賠償責任
保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該
保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内
容での更新を予定しております。

５. 兼平愼氏は、現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本株主総会終結の時をもって
５年であります。

６. 田中公子氏は、現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本株主総会終結の時をもっ
て１年であります。

７. 当社は、兼平愼氏及び田中公子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。両氏が選任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

８. 上記の取締役会出席回数に記載のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締
役会決議があったものとみなす書面決議が11回ありました。

９. 取締役候補者の所有する当社株式数は、役員持株会を通じての保有分であります。また、2026年１
月31日現在の状況を記載しております。
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氏　　　名
（生 年 月 日） 略歴、重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

【補欠監査役候補者】

すず

鈴
き

木
のぶ

信
ひろ

裕
（昭和50年4月26日）

2000年 ４月 東日本電信電話株式会社入社
2011年 ２月 有限責任あずさ監査法人入所
2012年 ８月 公認会計士登録
2013年 ４月 鈴木信裕公認会計士事務所開設 所長（現

任）
2016年 ７月 株式会社和心常勤監査役就任
2018年12月 株式会社ベルテックス社外監査役就任（現

任）
2019年 ９月 株式会社S－FIT社外監査役就任（現任）
2020年 ４月 株式会社ランド・ホー常勤監査役就任
2024年 ３月 株式会社ミラティブ常勤監査役就任（現任）
2024年12月 株式会社アイブレイド社外監査役就任（現

任）

0株

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
鈴木信裕氏は、公認会計士として財務・会計上の専門的知見を有しており、かつ監査役として企業
経営実務にも精通しておられることから、これらを当社の経営全般の監督に活かしていただきた
く、選任をお願いするものであります。なお、その高い見識や豊富な経験に基づき、中立的かつ客
観的な立場から発言をし、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

第2号議案 補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いする
ものであります。当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任
の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。
　また、本議案における補欠監査役選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意
を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。な
お、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．鈴木信裕氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．当社は、同氏が社外監査役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に

基づき、同条第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。なお、
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
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３．当社は、同氏と2024年４月から顧問契約を締結しておりますが、過去２事業年度におけ
る年間取引実績は、当社における独立性判断基準内であります。以上のことから、当社は
同氏が独立性を有していると判断しており、同氏が社外監査役に就任した場合、同氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

以上
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住 所：千葉県市川市市川一丁目３番14号
山崎製パン企業年金基金会館　３階

電話番号： 047-321-3600

株主総会会場ご案内図

ダイエー

デイリー
ヤマザキ

みずほ銀行

三井住友
信託銀行

大洲小学校

i linkタウン市川
（ウエスト）

i linkタウン市川
（イースト）

市川西消防署

京成線

至京成船橋至京成小岩

至千葉至東京

至小岩 至船橋

至市川IC

戸
松
至

国道１４号

総武線

オリンピック
市川グランドホテルソフトバンク

昭和セレモニー
シティホール市川

サンプラザ35

駅前交番

ローソン

（北口）

（南口）

ＪＲ市川駅

国府台駅 市川真間駅

山崎製パン
企業年金基金会館

●交通のご案内
電　車
ＪＲ総武線、市川駅下車（東京駅から約19分）北口徒歩２分
京成電鉄、市川真間駅下車（京成上野駅から約30分）徒歩５分
東京国際空港（羽田）、新東京国際空港（成田）いずれからも約１時間


